
　
　
　
弟
五
三
　
　
雑
　
纂
　
　
膿
潭
郡
古
切
支
丹
鐡
族
書
上
に
つ
身
・
て

う
云
ふ
意
壕
で
、
・
史
料
な
る
か
を
決
定
し
て
見
た
い
ご
思

ふ
）
そ
っ
こ
し
て
置
い
て
次
第
に
忘
れ
さ
せ
や
う
こ
か
又

は
ご
く
内
々
で
手
を
振
る
と
か
云
ふ
態
度
が
之
に
由
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
凶
○
　
（
三
三
四
）

行
く
一
改
ま
っ
た
ら
、
莫
こ
そ
武
州
の
高
麗
王
等
が
、

無
意
識
に
世
に
遺
す
贋
の
大
な
る
恩
悪
で
あ
る
。

羅

纂

翫
鰍
謄
正
夢
古
切
支
丹
藻
類
書
上
に
つ
き
て

　
　
　
　
団
、

　
伊
達
政
宗
の
慶
長
十
八
年
に
支
倉
常
長
を
正
使
こ
し
、

今
泉
倉
史
、
松
本
忠
作
、
西
九
章
、
田
中
太
郎
左
衛
門
等

の
随
員
ご
共
に
、
欧
羅
巴
に
心
せ
し
め
た
る
昌
的
の
那
邊

に
あ
り
し
か
は
諸
説
匿
々
た
れ
ご
も
、
今
之
を
推
究
せ
ん

と
す
る
に
あ
ら
す
、
唯
支
倉
等
一
行
の
露
朝
せ
し
頃
は
懸

軍
秀
忠
の
禁
教
隠
々
巌
こ
な
り
し
時
な
る
事
を
一
言
せ
ん

齋
　
　
藤

斐
　
章

の
み
。
日
本
西
敷
史
は
、
元
和
の
末
に
於
け
る
基
督
激
徒

の
殉
敏
史
を
記
す
る
に
冒
頭
し
て
、
日
本
に
於
て
未
曾
有

の
一
大
事
件
に
始
ま
り
基
督
一
権
五
十
二
名
の
殉
敷
を
記

る
し
云
々
ε
、
云
へ
り
。
五
十
二
名
の
墓
督
敏
徒
が
慮
刑

せ
ら
れ
し
は
實
に
千
六
百
二
十
二
年
（
即
ち
元
和
入
年
）
九

月
二
十
二
口
な
b
。
被
等
敢
徒
は
、
こ
の
日
を
呼
ん
で
大

喜
死
日
ご
欝
せ
し
ご
ぞ
。
其
の
後
、
庭
興
せ
ら
れ
し
者
の



中
主
敷
傳
に
載
せ
だ
る
者
左
の
如
し
つ

　
　
　
元
和
累
年
十
月
七
日

　
　
　
　
　
同
年
九
月
十
五
日

　
　
　
　
　
同
年
九
月
十
一
H

　
　
　
　
　
同
年
五
月
ご
十
七
日

　
　
　
　
　
同
年
七
月
二
十
六
田

　
　
　
　
　
同
年
山
脚
月
二
日

　
　
　
　
　
向
年
十
一
月
一
日

人人入人入人人

　
こ
の
年
の
迫
害
は
最
も
峻
烈
に
し
て
殉
敢
者
の
総
数
百

一一

¥
人
に
至
れ
り
ε
い
ふ
。
西
翠
・
史
は
な
ほ
千
山
ハ
百
二
十

三
年
（
元
和
九
年
）
末
よ
り
基
督
信
者
の
捕
縛
放
逐
火
刑
及

び
礫
刑
等
残
忍
の
慮
概
到
ら
ざ
る
な
く
云
々
ざ
い
へ
b
。

以
て
敷
徒
迫
害
の
年
々
に
峻
嚴
を
加
へ
た
る
を
見
る
べ
し

機
を
見
る
に
敏
な
る
政
宗
は
、
早
く
も
領
内
の
墓
督
激
徒

の
取
締
に
着
手
せ
り
、
さ
れ
ば
西
敷
浪
に
も
奥
州
は
日
本

の
大
國
な
り
、
當
時
此
國
を
領
す
る
諸
侯
五
人
に
し
て
政

宗
も
其
一
人
駕
り
。
威
勢
他
家
に
勝
り
、
勇
氣
衆
に
超
え

　
　
　
第
五
倦
　
　
維
　
纂
、
　
灘
澤
郡
古
切
支
丹
三
族
書
上
に
つ
き
て

嚢
に
使
者
を
新
西
班
牙
へ
遣
り
し
に
因
り
、
法
王
ご
歎
を

蓮
じ
て
日
本
國
王
た
ら
ん
ご
欲
す
る
者
な
り
ご
之
を
疑
ふ

者
あ
り
。
國
中
の
奉
敷
者
も
概
ね
之
を
實
ビ
す
。
政
宗
は

此
嫌
疑
を
断
ち
後
害
を
避
け
ん
ご
欲
し
、
三
條
の
號
令
を

下
し
て
曰
く
管
内
の
奉
敷
者
は
遽
に
改
宗
す
べ
し
。
從
は

ざ
る
者
は
斬
罪
に
温
し
家
財
を
没
噛
す
べ
し
。
奉
敷
者
の

集
會
せ
し
を
告
る
看
あ
ら
ば
官
職
建
増
を
與
ふ
べ
し
Q
管

内
の
玉
敷
師
並
に
附
薦
の
者
改
宗
を
望
ま
ざ
ら
ば
他
國
に

去
る
べ
し
ご
記
し
叉
諸
侯
は
將
軍
の
所
鴬
ざ
同
じ
く
離
虐

を
極
め
し
が
中
に
も
政
宗
は
其
の
魁
な
）
ご
云
へ
う
。
ク

ラ
ッ
セ
氏
の
推
漸
は
當
ら
す
ご
錐
る
遠
か
ら
ざ
る
も
の
な

る
べ
し
。
又
蝦
夷
の
地
に
始
め
て
愛
敬
を
傳
へ
蝦
夷
の
師

父
ご
呼
ば
れ
た
る
ジ
ェ
ロ
ー
ム
、
デ
ザ
ソ
シ
氏
の
事
を
記
し

て
、
師
父
は
仙
蟹
國
王
伊
達
政
宗
の
墓
督
信
者
を
虐
遇
す

る
を
聞
き
、
奔
て
其
許
に
赴
き
、
田
村
或
は
公
選
地
に
於
て

信
者
等
の
告
解
を
聞
き
、
書
夜
葎
揮
ば
す
、
或
は
身
を
族

入
に
扮
し
、
或
は
商
人
農
夫
の
装
を
な
せ
り
。
又
仙
壷
國

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
四
一
　
（
三
三
五
）
，



　
　
　
第
五
巷
　
　
覆
　
嬬
，
　
鶏
澤
職
寅
鰺
災
丹
鞭
族
書
烹
に
つ
奪
て

王
に
外
し
、
其
雅
道
な
る
を
鷺
責
ぜ
ん
ご
し
た
れ
ご
も
、

信
画
線
醗
輝
皆
回
其
蹴
争
を
止
め
た
う
云
々
こ
い
へ
う
◎
政
｛
添
が
続
順

嚢
に
醸
す
る
嚴
酷
な
る
態
度
を
見
る
べ
し
。
さ
れ
ば
、
支

倉
常
．
長
は
露
朝
後
聞
も
な
く
改
宗
し
、
元
和
八
年
七
月
、

五
十
二
歳
を
一
期
こ
し
て
死
し
、
其
の
子
常
頼
は
、
弟
灌

四
郎
が
切
支
丹
を
奉
じ
遁
撫
せ
し
罪
に
坐
し
て
切
腹
を
命
、

せ
ら
れ
た
り
。

　
　
　
　
醐
幽
、

　
喜
憂
聯
句
に
ば
彼
地
塁
地
に
墓
督
信
耳
蝉
凝
し
た
り
し

が
、
中
に
も
　
謄
澤
郡
水
澤
町
の
附
近
編
原
に
は
信
者
最
も

多
く
、
現
に
瀟
原
に
は
信
者
の
墓
地
鮭
あ
り
、
十
字
架
又

は
マ
リ
ア
、
基
督
等
の
配
湯
を
鮎
掛
す
る
こ
ご
多
し
。
株

に
塞
督
ご
マ
ジ
ァ
こ
の
影
像
に
は
、
陶
器
製
の
美
麗
な
る

者
あ
り
、
之
を
援
掘
せ
る
者
は
、
棘
の
御
授
け
な
り
と
て

之
を
賑
し
子
持
観
暑
ご
戯
し
て
朝
夕
禮
篤
し
安
産
の
守
護

柚
と
な
せ
り
。
蓋
し
こ
の
地
は
政
宗
の
最
も
信
任
せ
る
後

藤
壽
庵
の
所
領
な
ぬ
し
を
以
て
な
り
。
壽
庵
は
夙
に
墓
督

　
　
　
　
　
　
第
瀧
號
　
　
四
二
（
…
二
一
二
論
ハ
）

引
写
を
綜
じ
て
溌
噛
麗
を
群
父
け
、
誌
ハ
の
ク
ソ
ス
チ
ア
ン
子
ー
ム

　
　
ジ
ャ
ン

を
　
鷺
難
　
こ
い
へ
弓
。
春
、
の
謄
澤
郡
の
一
部
を
領
し
て

濟
民
慈
善
β
業
を
起
し
利
用
、
厚
生
の
痘
を
弘
め
た
り
。
中

に
も
麗
澤
川
〔
北
区
川
の
支
流
）
の
上
流
五
里
許
の
慮
よ
り

河
水
を
分
流
し
東
南
方
に
溝
渠
を
穿
ち
て
置
く
水
澤
町
以

南
前
澤
購
ま
で
の
水
田
に
灌
駕
す
る
用
に
充
て
た
り
。
今

爾
其
の
恩
澤
に
浴
す
る
者
数
箇
村
に
及
び
、
こ
の
溝
渠
を

ジ
ユ
ア
ン
ゼ
キ

壽
庵
堰
こ
い
へ
り
○
奥
崩
史
料
に
Q
後
藤
荘
丘
ハ
衛
、
世
人

　
　
　
コ
　
ハ
　

画
し
て
若
翰
ご
田
ふ
。
若
翰
は
墓
督
敷
徒
の
尊
堂
な
る
を

　
　
　
　
　
　
ゴ
　
ト
ウ

以
て
穴
．
り
、
ノ
又
五
島
壽
庵
に
作
る
Q
職
功
あ
り
、
貞
・
出
公

上
膿
澤
郡
大
里
曜
原
に
於
て
釆
地
碧
潭
を
賜
ふ
。
た
ま
た

ま
基
督
宣
下
師
、
蒲
郡
を
巡
行
し
後
藤
の
釆
地
に
至
り
、
講

談
薮
欝
に
艮
ぷ
。
後
藤
大
に
塞
敷
法
を
喜
び
、
途
に
洗
禮

を
噴
く
。
時
に
後
藤
、
謄
澤
川
を
舜
涙
し
灌
概
に
硬
す
。

愚
心
を
蔑
す
に
躍
り
、
在
天
の
圭
紳
に
赫
請
し
幾
も
な
く

し
て
竣
工
す
。
土
人
乃
ち
悦
び
て
以
て
天
主
の
カ
な
も
こ

し
、
選
管
愈
深
く
、
嘉
し
て
壽
庵
堰
ε
名
づ
く
。
後
、
禁



敷
の
命
法
嚴
酷
を
極
む
る
に
及
び
、
壽
庵
、
出
走
失
踪
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
ハ
ネ
　
　
　
ジ
ヤ
ア
ン

其
所
絡
を
知
ら
す
。
ご
見
え
た
る
紙
筆
は
圏
霧
の
拉
丁

名
後
藤
は
五
島
ご
二
相
通
す
る
を
…
以
て
云
へ
る
な
り
。
貞

山
公
は
師
ち
心
違
政
宗
な
り
Q
露
原
は
水
澤
町
の
西
方
十

除
町
に
あ
り
．
し
・
今
は
水
澤
町
に
馬
す
〇
　
一
説
に
後
藤
叢
可
庵

は
食
藤
千
五
百
石
を
食
め
り
こ
云
ふ
。

　
外
交
志
稿
に
元
和
九
年
伊
達
政
宗
洋
酒
前
の
庭
農
に
反
．

せ
り
。
時
に
ぺ
ー
ル
ヂ
ャ
ク
カ
ラ
ワ
イ
ル
、
欝
て
仙
憂
に

養
う
。
此
に
至
て
重
臣
後
藤
某
の
領
邑
ミ
ナ
ク
の
地
に
轄

任
す
。
謀
れ
ご
も
宗
激
の
禁
巌
重
な
る
を
以
て
、
後
藤
某

其
邑
を
去
り
カ
ラ
ワ
イ
ル
亦
遽
に
害
せ
ら
る
ご
あ
る
は
、

　
　
　
ズ

西
敷
藁
の
記
事
に
よ
れ
る
な
る
べ
し
。
さ
れ
こ
も
ミ
ナ
ク

の
名
は
パ
ー
ジ
ェ
氏
の
日
本
基
督
敷
妙
に
は
り
鼻
色
狂
ご

　
　
　
　
　
ミ
　
ワ
ケ

あ
り
、
撃
ち
水
分
に
て
、
壽
庵
堪
の
分
水
地
附
近
を
指
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ナ
ク
チ

な
）
○
西
陣
史
に
、
・
・
、
ナ
ク
ご
あ
る
は
、
水
口
の
義
な
る

べ
し
。
ミ
ワ
ケ
も
ミ
ナ
ク
も
同
一
ノ
地
名
の
馨
れ
る
こ
ご

は
明
か
な
り
。
術
、
ミ
ワ
ヶ
の
何
所
な
る
か
は
バ
ー
ジ
ェ

　
　
　
第
五
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
膿
澤
点
描
切
支
丹
顛
族
書
上
に
？
壷
て

の
基
督
敷
更
の
記
事
に
よ
り
て
略
々
推
定
し
得
べ
し
。
同

書
に
は
敏
父
カ
ル
ヅ
ァ
ロ
が
下
颪
江
よ
り
水
澤
に
引
致
せ

ら
れ
し
事
（
後
に
述
ぷ
）
を
記
し
、
ミ
ワ
ケ
は
水
澤
町
を
隣
る

こ
日
程
な
り
ピ
記
せ
り
Q
敷
父
ヵ
ル
ヅ
ァ
ロ
が
信
徒
六
十

蔵
入
ご
共
に
捕
史
に
囚
へ
ら
れ
し
は
、
寛
永
元
年
二
月
の

頃
こ
て
、
積
雪
歎
尺
に
及
ぶ
時
導
爆
ぴ
れ
ば
、
ミ
ワ
ケ
（
水
分
）

よ
ら
水
澤
町
ま
で
約
七
里
を
行
く
に
は
必
ず
途
中
一
宿
せ

ざ
る
べ
か
ら
ざ
一
－
し
な
ら
ん
。
且
玉
敷
史
に
ミ
ド
ル
サ
マ

ご
あ
る
を
華
叔
諭
敷
・
史
に
は
明
確
…
に
ミ
ヅ
サ
ソ
（
水
澤
一
）
ε
あ

る
に
よ
り
て
も
其
の
正
確
な
る
を
見
る
べ
し
Q

　
　
　
　
留
醐
、

　
初
め
欧
宗
の
江
月
に
在
り
て
塞
下
鮎
邉
害
の
堤
起
ろ
や

鼎
…
軍
の
怒
に
寝
れ
ん
こ
ご
を
恐
れ
、
俄
に
家
臣
々
仙
窒
に

遣
む
悉
曇
墓
督
激
徒
を
慮
刑
せ
し
め
た
れ
ご
も
、
壽
庵
を

ば
特
に
之
を
赦
す
べ
し
ご
命
じ
た
り
以
て
政
宗
の
如
何
に

壽
庵
を
信
任
せ
し
か
を
知
る
に
足
る
。
然
る
に
家
臣
茂
庭

周
防
ば
信
徒
を
絶
滅
せ
ん
こ
ご
を
期
し
、
曰
く
「
幕
督
敷
徒
ド

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
四
三
　
（
三
三
七
）



　
　
　
築
五
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
瞭
澤
那
古
切
支
丹
簸
族
諮
上
に
つ
馬
、
て

を
罰
せ
ん
ご
せ
ば
、
ま
つ
其
の
量
魁
を
嚴
罰
に
曝
す
べ
し
。

決
し
て
後
藤
を
赦
す
べ
か
ら
す
」
ご
。
後
藤
の
親
友
下
田
大

膳
は
、
後
藤
ご
交
ザ
善
し
。
窃
に
後
藤
に
告
げ
て
日
く
、
主

看
不
蹟
の
恩
誼
を
思
ひ
蓬
に
改
宗
し
て
主
艦
の
心
を
安
ん

ず
べ
し
ε
。
後
藤
蕪
か
ず
、
其
の
後
も
屡
々
前
言
を
繰
り

返
し
て
後
藤
を
諌
め
た
れ
ざ
も
之
に
從
は
ざ
り
し
か
ば
、

政
宗
途
に
命
を
下
田
大
膳
に
下
し
て
簾
に
激
徒
を
慮
饗
せ

し
め
、
後
藤
を
流
罪
に
慮
せ
し
め
た
り
。
下
田
は
主
澹
の

命
命
書
を
携
へ
て
後
藤
の
許
に
至
り
、
情
誼
を
熱
し
て
主

君
の
奨
め
朋
友
の
爲
め
特
た
妻
子
の
爲
に
改
宗
す
べ
き
を

勘
落
し
た
れ
．
ε
も
、
後
藤
は
固
く
前
言
を
執
り
て
肯
か
す
．

曰
く
、
肉
膿
の
恩
に
厚
く
し
て
天
主
の
恩
に
薄
き
は
不
正

な
り
し
ご
。
か
、
る
聞
に
、
茂
庭
嗣
防
は
兵
を
遣
し
て
諸

敷
幅
を
捕
へ
、
後
藤
の
家
を
劫
掠
し
、
近
傍
に
火
を
放
ち

た
b
。
後
藤
は
徐
う
に
こ
の
地
を
去
り
て
、
南
部
に
退
き

だ
り
。
以
上
は
西
表
史
に
記
す
る
大
要
な
り
、
或
は
朋
後

の
仙
北
に
直
れ
た
り
ご
も
い
ひ
傳
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽

　
　
　
　
　
　
　
第
三
聾
　
　
　
四
四
　
（
三
三
八
）

　
こ
の
時
、
澱
父
ヂ
オ
ゴ
、
ド
、
カ
ル
ヅ
ァ
ロ
は
水
澤
の
酉

方
凡
八
里
の
地
、
脊
梁
大
出
豚
の
山
腹
、
膿
澤
川
の
王
流
地

　
　
　
オ
ロ
シ
エ

方
な
る
嬉
戯
の
谷
に
懸
れ
、
信
徒
ム
ハ
十
除
人
も
颪
江
の
谷

に
草
堂
を
構
へ
て
注
せ
し
が
、
茂
庭
の
手
兵
の
爲
に
捕
卸

せ
ら
れ
た
り
。
實
に
寛
永
元
年
の
端
麗
二
月
に
し
て
近
寒

湿
を
勢
ざ
一
の
候
な
b
き
。
黎
明
捕
縛
せ
る
信
徒
を
拉
し

て
水
澤
町
に
俘
ひ
行
か
ん
こ
せ
し
に
、
老
人
二
人
は
宙
勢

焔
し
く
し
て
積
雪
叉
路
を
埋
む
る
を
以
て
、
一
行
ご
共
に

歩
行
す
る
能
は
ざ
b
し
が
、
藩
兵
籍
は
途
に
絶
入
を
殺
害

し
て
去
れ
り
、
か
く
て
途
中
…
村
落
に
宿
し
其
の
翌
日
水

澤
町
に
達
し
、
留
ま
る
こ
ε
数
日
の
後
仙
毫
に
護
邊
せ
ら

れ
た
り
。

　
　
　
　
懸
、

血
書
カ
ル
ヴ
ァ
ロ
は
葡
萄
牙
國
の
入
な
り
。
十
七
歳
に
し

て
、
ジ
鑑
シ
ュ
イ
ッ
ト
會
に
入
り
、
慶
長
五
年
印
度
に
閉

り
、
又
支
那
に
留
ま
る
こ
ざ
九
年
に
し
て
遽
に
日
本
に
摩

り
國
語
を
學
ぶ
こ
ざ
二
年
に
及
べ
㌻
。
慶
長
十
九
年
に
至

，



り
他
の
師
父
ビ
共
に
、
日
本
を
懸
は
れ
一
た
び
湊
門
に
行

き
た
れ
ざ
も
、
翌
年
再
び
日
本
に
涙
遣
せ
ら
れ
、
逡
に
蝦

夷
地
に
入
り
、
又
奥
州
地
方
に
布
激
し
て
備
さ
に
藪
苦
を

嘗
め
た
り
。
基
督
［
敷
史
は
地
蒔
に
於
け
お
敷
徒
泊
｝
害
を
詳

説
し
た
る
が
、
西
敷
史
に
も
信
徒
等
の
無
妻
に
於
け
る
最

後
の
歌
況
を
述
べ
た
り
。
後
者
に
抽
豪
の
地
方
を
流
　
遺
す

る
一
條
の
河
あ
両
。
無
情
の
酷
史
は
…
巌
冬
の
邑
寒
に
此
尊

敬
す
べ
き
夫
婦
の
衰
老
の
齢
に
及
ぶ
こ
ご
も
思
は
す
、
裸

膿
に
し
て
奨
の
中
に
投
じ
た
り
ピ
あ
る
川
は
待
ち
廣
瀬
川

な
る
べ
く
、
　
ジ
ャ
ッ
ク
カ
ラ
ワ
イ
川
風
及
び
輩
ハ
の
同
〃
伴
者

は
、
此
の
時
に
際
し
、
仙
藁
に
來
る
を
以
て
、
同
じ
く
酷

虐
を
受
け
、
此
年
二
月
十
八
日
は
、
日
本
暦
の
歳
末
に
方
、

う
此
臼
囚
徒
を
牢
獄
よ
り
撮
し
河
．
邊
に
赴
け
り
。
其
の
岸

に
、
獄
卒
の
豫
め
掘
り
し
一
坑
あ
わ
て
、
其
の
周
團
蕉
本

訴
を
設
け
、
語
中
の
水
は
深
さ
二
尺
に
除
り
、
囚
徒
既
に

此
の
場
に
到
る
時
、
衣
を
脱
せ
し
め
て
補
遺
こ
な
し
、
而

し
て
一
人
づ
、
木
柱
に
繋
着
し
凍
忌
中
に
坐
せ
し
む
る
こ

　
　
　
第
五
巻
　
　
羅
　
纂
　
　
膿
浬
郡
古
切
支
丹
獺
族
磐
上
に
つ
き
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誌

ご
三
時
間
、
師
父
等
は
非
常
の
怨
耐
力
を
以
て
、
其
の
苦

責
に
堪
へ
た
り
。
師
父
等
は
凍
結
せ
る
水
中
に
在
る
こ
ご

三
時
、
其
の
後
、
司
刑
官
、
命
じ
て
こ
れ
を
水
中
よ
り
揚

げ
、
術
ほ
ふ
か
く
其
の
苦
楚
を
受
け
し
め
ん
ざ
す
。
然
れ

ざ
も
、
寒
氣
既
に
身
膿
に
徹
し
、
四
肢
其
の
用
を
な
す
癩
9
6

は
す
、
皆
岸
邊
の
砂
上
に
倒
れ
伏
す
◎
此
の
際
、
マ
チ
ア

ス
、
ジ
シ
ワ
ご
ジ
ェ
リ
ァ
ン
ぜ
ル
モ
ン
は
同
時
に
凍
死
せ
》
9

カ
ラ
ワ
イ
ル
師
は
譲
り
倒
れ
す
、
日
本
人
の
な
せ
る
如
く

砂
上
に
践
．
座
し
、
掌
を
合
せ
頭
を
痴
れ
、
顔
色
直
和
に
し

て
謙
遜
の
貌
を
顯
は
し
け
れ
ば
、
槻
な
者
皆
戚
賞
せ
ざ
る

な
し
ご
あ
る
Q
カ
ラ
ワ
イ
軍
師
は
前
に
述
べ
た
る
ゲ
オ
ゴ
、

ド
、
カ
ル
ヅ
ァ
ロ
、
マ
チ
ァ
ス
ジ
シ
ワ
は
治
兵
衛
に
し
て

ゼ
ル
モ
ン
は
治
翁
面
門
な
り
。
生
き
痩
れ
る
信
徒
は
、
再

び
園
内
に
盤
禁
せ
ら
れ
、
二
月
二
十
二
日
（
印
ち
H
本
暦

正
月
四
日
置
岩
伝
邊
に
件
は
れ
て
藩
中
に
評
せ
ら
れ
、
レ

オ
ン
…
催
右
脚
儲
門
・
ま
つ
倒
れ
、
ア
ン
ト
ニ
オ
作
右
衛
閏
N
、
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ゴ
ビ
ヨ
ゥ
ほ

チ
ァ
ス
忠
．
彌
、
ア
ン
ド
レ
エ
仁
右
脚
糊
与
り
、
マ
テ
オ
孫
丘
ハ
術

　
　
　
　
　
　
　
錦
三
號
　
　
’
四
鷹
　
（
三
三
九
）



　
　
、
第
荒
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
驚
隷
驚
古
切
支
丹
嬢
族
諮
上
に
つ
為
・
て

マ
チ
ァ
ス
藤
右
｛
衡
門
一
、
祁
つ
い
で
鼎
巡
け
り
、
n
心
後
に
敷
父

は
我
が
子
等
は
「
皆
上
天
せ
も
。
我
も
心
安
ら
か
に
眠
ら

ん
」
ε
て
夜
宇
四
十
六
歳
に
て
死
せ
り
。
　
ジ
エ
シ
ュ
4
2
ト

謹
書
に
入
り
て
三
十
年
、
臼
本
に
在
る
こ
ご
十
五
年
、
奥

筋
の
布
陣
に
努
力
す
る
こ
ざ
入
年
の
清
き
生
涯
は
、
か
く

し
て
絡
り
を
告
げ
た
り
。

　
　
　
　
，
颪
、

　
由
凍
水
澤
町
は
墓
督
敷
三
三
の
多
く
往
せ
し
所
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
ザ

其
の
西
郊
乙
原
に
あ
る
墓
督
戴
徒
墓
地
よ
り
糞
訂
せ
ら
る

る
逡
物
の
多
き
鳳
其
の
謹
な
り
。
執
…
心
置
ゆ
る
が
如
き
後

藤
壽
庵
の
所
領
π
る
こ
ざ
其
の
原
因
た
る
べ
く
、
明
治
初

年
夙
に
基
督
敢
會
の
蕪
に
創
立
せ
ら
れ
し
は
其
の
飴
韻
な

る
べ
し
9

　
元
和
の
末
年
、
水
澤
に
ジ
・
ア
キ
ム
、
ア
ソ
ヌ
の
老
夫

心
耳
あ
り
。
夫
は
⊥
ハ
十
⊥
ハ
歳
…
、
｛
婁
は
六
十
歳
、
洗
砂
後
僅
に
二

年
の
後
殉
敷
し
淀
る
は
、
我
が
殉
敷
史
上
の
一
異
彩
た
り

初
め
、
餌
達
政
宗
領
内
の
信
徒
を
凡
て
改
宗
せ
し
め
ん
こ

　
　
　
　
　
　
　
第
訟
號
　
　
　
四
六
　
（
三
四
〇
）

し
、
入
を
し
て
暴
挙
を
巡
湿
せ
し
め
、
ジ
罰
ア
キ
ム
に
論

し
て
改
宗
を
促
さ
じ
め
た
れ
ざ
も
肯
か
す
、
因
っ
て
命
じ

て
獄
に
繋
ぎ
食
を
輿
へ
ざ
る
こ
ご
九
日
に
及
び
し
に
、
信

徒
等
、
獄
に
至
ウ
て
飲
食
を
給
せ
り
。
吏
、
主
命
を
奉
じ

て
夫
妻
．
を
斬
罪
に
翻
す
べ
き
を
傳
へ
た
り
、
時
に
ジ
ョ
ァ

キ
ム
の
女
の
近
郷
に
在
る
者
、
父
母
の
拘
引
せ
ら
る
、
を

傳
聞
し
、
を
り
來
っ
て
獄
舎
に
至
り
、
働
奨
せ
り
。
ア
ン

ヌ
之
が
爲
に
志
の
撹
ま
ん
こ
ご
を
恐
れ
、
其
の
女
の
涕
泣

を
止
め
し
に
、
　
ジ
ョ
ア
キ
ム
曰
く
「
こ
れ
我
等
二
人
を
悲

む
者
に
あ
ら
す
、
共
に
化
す
る
を
得
ざ
る
不
幸
を
求
む
者

な
る
べ
し
。
涕
泣
す
る
を
止
む
る
を
要
せ
す
」
ざ
且
つ
曰
く

「
た
こ
ひ
吾
に
百
入
の
兇
女
あ
り
、
來
り
て
側
に
働
饗
す

ざ
も
吾
は
天
一
の
擁
護
あ
れ
ば
、
吾
が
心
を
動
か
し
得
ざ

る
べ
し
し
、
こ
○
其
の
刑
場
に
導
か
る
、
や
、
信
者
五
百
人
、

泊
絹
布
を
被
り
て
一
天
を
逸
り
二
人
に
敬
意
を
表
し
た
う

叉
た
其
の
刑
場
に
入
る
や
、
ジ
ョ
ァ
キ
ム
は
ア
ン
ヌ
に
命

じ
て
天
を
仰
ぎ
て
左
右
を
顧
阿
せ
ざ
ら
し
む
、
ア
ン
ヌ
は

固
く
命
を
守
り
夫
斬
ら
る
＼
ご
錐
も
之
を
顧
み
す
、
鮮
血



面
に
瀧
ぐ
ε
錐
も
目
ま
じ
ろ
か
す
、
刑
吏
、
一
刀
に
首
を

斬
る
能
は
す
、
二
繋
に
し
て
漸
く
切
蜥
す
る
を
得
た
り
。

ジ
ョ
ァ
キ
ム
は
初
の
一
刀
を
受
け
て
猫
耶
蘇
、
マ
リ
ア
の

名
號
を
講
へ
、
ア
ン
ヌ
も
亦
名
號
を
唱
へ
て
斬
ら
れ
た
b

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ヤ
マ
サ
キ

刑
場
は
水
澤
町
の
南
端
に
あ
り
、
小
字
を
小
山
崎
ε
い
ふ

今
樹
地
方
人
の
ロ
碑
に
傳
へ
て
、
信
徒
最
後
の
冠
絶
鰺
絶

を
物
語
れ
る
に
よ
り
て
も
、
如
何
に
親
者
を
し
て
恐
怖
戦

藻
せ
し
め
し
か
を
察
す
る
に
足
る
べ
し
○

　
　
　
　
露
、

　
以
上
の
長
き
歴
史
を
背
景
こ
せ
る
者
は
、
膿
澤
郡
古
切

支
丹
類
族
書
土
の
断
簡
な
り
。
左
の
断
簡
は
、
最
近
長
野

義
之
氏
の
登
見
に
係
る
渚
な
り
Q
　
　
　
　
，

　
古
切
支
丹

　
一
望
右
衛
門
　
　
　
　
底
幅

　
　
此
歯
石
下
郡
若
柳
村
百
姓
孫
右
衛
門
下
人
に
て
候
塵

　
　
寛
永
二
十
未
年
、
切
支
丹
宗
門
之
由
、
於
聖
日
＾
｝
訴
人

　
　
有
〆
之
、
．
付
添
被
レ
遊
撃
倉
男
候
庭
、
邪
宗
門
紛
依
レ
無
レ

　
　
之
、
同
二
十
絡
頭
七
日
十
八
H
年
齢
不
知
、
釣
殺
被
　

　
　
　
第
五
春
　
　
雑
　
纂
　
、
麟
澤
郷
古
切
支
丹
類
族
嘗
上
に
つ
吾
て

　
　
仰
付
薬
に
候
、
父
母
下
等
周
知
不
レ
串
候

　
小
右
衛
門
女
、
本
人
同
然

」
誓
灘
叢
醗
當
酉
六
＋
糞

こ
の
書
上
に
あ
る
寛
永
甘
年
は
謄
澤
郡
の
若
柳
村
の
山
奥

に
あ
る
颪
江
に
灘
　
匿
せ
る
山
ハ
十
人
前
敏
徒
の
直
感
せ
ら
れ

て
よ
り
十
九
年
の
後
に
し
て
、
而
か
も
平
坐
令
の
厩
行
せ

ら
れ
て
後
五
年
の
事
な
り
。
小
右
平
門
の
女
お
ご
の
名
は

棒
引
を
し
て
鳶
職
十
六
年
十
一
月
十
三
日
病
死
ご
、
後
に

書
き
．
那
へ
た
る
を
見
る
。
本
入
「
同
然
ビ
あ
る
は
本
人
郎
ち

切
支
丹
宗
徒
た
り
し
者
の
暴
漢
せ
ざ
る
疇
の
子
の
取
扱
方

法
を
云
へ
る
も
の
に
て
、
本
人
同
然
に
嚴
重
な
る
取
扱
を

な
す
べ
き
も
の
こ
の
義
な
り
。
梯
、
其
の
取
扱
方
法
は
最

も
重
き
は
本
人
、
次
ぎ
は
本
人
同
然
に
て
、
信
徒
セ
リ
し

時
の
子
孫
に
あ
ら
ざ
る
一
族
は
、
凡
て
切
支
丹
類
族
ご
羅

し
て
恐
々
寛
大
な
る
取
扱
を
な
せ
る
な
り
。
叢
に
酉
の
歳

ご
あ
る
は
、
元
諜
六
酉
年
に
作
製
し
て
書
き
上
げ
淀
る
も

の
な
れ
ば
な
b
◎
術
、
こ
の
者
の
嫁
ぎ
先
並
び
に
夫
の
死

　
　
　
　
　
　
　
策
三
號
　
　
　
四
七
　
（
三
四
一
）



　
　
　
第
五
巻
　
　
維
　
纂
　
　
膿
深
郡
古
趨
丈
丹
瀬
族
欝
甑
に
？
毒
・
て

後
其
の
子
の
施
に
同
居
せ
る
旨
を
記
せ
う
。

其
　
次
に
、

　
小
右
畠
田
孫
、
本
人
山
繭
お
芒
嫡
男

一
小
兵
衛
綜
驕
那
　
當
酉
三
＋
九
歳

　
此
者
轍
幟
父
腰
物
繊
一
断
加
に
罷
在
候

ご
あ
り
。
小
右
衛
門
の
孫
に
量
り
，
本
入
同
然
の
取
扱
を

’
受
く
べ
き
女
お
ご
の
嫡
男
な
り
ご
の
意
な
り
。

こ
の
以
下
、
数
多
の
類
族
の
名
を
列
記
し
、
最
後
に
左
の

文
言
を
記
せ
り
。

　
　
計
何
入
　
　
、

　
　
　
内
本
入
　
　
辱
　
一
人
野
鼠
、

　
　
　
　
本
人
同
然
　
　
何
人

　
　
　
　
類
族
　
　
・
　
何
入

　
　
右
之
漣
、
此
段
御
釜
に
黒
斑
、
三
族
存
命
之
者
、
相

　
　
改
書
上
仕
候
通
、
相
盛
無
二
御
座
一
候
、
右
類
族
之
内
病

　
　
死
仕
候
は
邸
、
村
肝
入
、
槍
漸
、
親
類
、
五
人
組
、

　
　
立
合
見
属
疑
敷
儀
於
F
無
レ
之
者
、
蕪
而
之
旦
那
寺
に
而

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
四
八
　
（
三
四
鳳
）

　
土
葬
取
置
、
書
上
唐
文
、
寺
謹
交
共
、
御
訳
詞
之
通

　
相
調
、
御
代
窟
様
御
注
進
御
役
人
様
ね
急
度
言
上
可
レ

　
申
候
、
若
自
害
、
自
責
、
喧
嘩
、
殺
害
、
閣
討
、
溺

　
死
、
焼
死
、
惣
而
横
死
嫉
は
や
、
死
骸
取
仕
廻
不
レ
申

　
早
速
御
代
官
襟
御
注
進
、
御
役
人
様
ぬ
御
注
進
摩
上

　
御
影
文
砲
請
、
御
意
圖
を
以
て
取
遣
可
レ
申
候
、
右
本

・
人
並
父
不
レ
轄
以
前
之
子
、
本
人
同
然
相
付
、
書
上
可
レ

　
串
、
帳
面
之
外
一
入
も
無
極
御
座
一
候
、
若
隠
罎
、
後
臼

　
顯
申
候
か
死
後
の
首
尾
相
違
之
儀
も
御
座
候
は
や
、

　
如
何
榛
之
曲
事
に
も
可
レ
被
柳
三
一
候

一
類
族
出
生
之
子
、
養
子
婚
儀
住
所
豆
本
、
毎
年
公
儀

　
ぬ
被
レ
遊
」
御
書
上
一
之
條
、
御
格
式
之
通
、
其
時
々
書

　
上
可
レ
仕
候
、
勿
論
毎
年
六
月
、
十
一
月
、
晦
日
、
切

　
に
相
定
、
二
季
謹
交
指
上
可
レ
申
由
相
心
得
奉
レ
存
候
、

　
右
品
之
者
、
其
時
々
書
上
不
レ
仕
延
引
仕
候
は
や
如
何

　
襟
に
も
可
レ
被
一
一
仰
付
一
候
、

一
本
人
同
然
病
死
、
御
注
進
謹
丈
は
別
紙
差
上
申
候
、



　
　
旦
又
類
族
之
者
、
常
々
行
跡
、
只
・
今
迄
疑
敷
儀
無
二
御

　
　
座
一
候
、
若
訴
人
も
御
座
候
は
“
急
度
可
二
申
分
一
審
以
上

以
上
の
書
上
の
末
尾
に
左
の
如
き
蓮
署
あ
う
ご
す
Q

親
族

五
人
組

大
肝
煎

肝
煎

某
（
印
）

某
（
印
）

某
（
印
）

某
（
印
）

某
（
印
）

某
（
印
）

某
（
印
）

某
〔
印
）

某
（
印
）

　
　
　
　
何
之
誰
殿

こ
れ
に
よ
り
て
見
れ
ば
、
切
支
丹
信
徒
の
子
孫
、
姻
族
、

親
類
は
残
り
な
く
書
き
上
げ
、
是
等
の
者
は
決
し
て
切
支

丹
の
信
徒
が
ま
し
き
行
爲
な
き
こ
ご
を
親
族
、
五
人
組
、

村
肝
煎
、
槍
勲
等
見
届
け
、
姦
直
す
る
を
要
せ
し
な
り
Q

　
　
　
第
五
巻
　
　
＼
維
　
纂
　
　
膿
漂
郡
古
切
丈
丹
顛
族
欝
上
に
つ
垂
て

此
等
の
者
死
去
せ
る
際
は
死
去
せ
る
渚
の
書
き
上
げ
ご
旦

那
寺
の
偲
よ
b
差
出
其
の
寺
に
土
葬
せ
る
由
の
羅
文
ご
を

取
り
て
属
け
出
つ
る
こ
ご
の
誓
を
立
て
ざ
る
べ
か
ら
す
。

叉
切
支
丹
類
族
の
も
の
、
横
死
せ
る
場
合
は
役
人
の
検
親

を
受
け
て
後
難
理
す
る
を
要
し
た
り
し
な
b
b

又
切
支
丹
信
徒
の
未
だ
轄
宗
せ
ざ
る
以
前
に
生
れ
し
子
は

本
人
同
然
ご
肩
書
す
べ
き
な
り
。

　
次
に
切
支
丹
類
族
中
に
子
女
生
る
、
か
又
は
養
子
線
組

な
ざ
し
た
る
際
は
、
其
の
者
ざ
も
を
凡
て
書
き
上
げ
、
F
移

住
す
れ
ば
其
の
都
度
r
書
き
上
げ
ざ
る
べ
か
ら
す
っ

　
御
格
式
之
通
云
々
鷲
あ
る
は
、
仙
豪
侯
よ
り
毎
年
徳
川

幕
府
へ
御
書
き
上
げ
に
な
る
べ
き
書
式
に
則
り
、
毎
年
六

月
ビ
十
一
月
ビ
の
晦
日
限
b
に
、
類
族
に
つ
き
て
の
取
調

べ
を
差
出
す
べ
き
を
云
ふ
な
り
。
若
し
時
期
を
有
る
、
場

合
に
は
如
何
な
る
御
答
を
蒙
る
ビ
も
異
存
な
か
る
べ
し
と

の
意
な
り
。

　
立
入
同
然
の
者
死
棄
せ
し
際
に
は
、
別
紙
を
添
へ
て
差

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
四
九
　
（
三
間
三
）



　
　
　
第
五
巷
　
、
雑
　
纂
、
　
膿
撫
物
霧
燐
丈
丹
戴
族
言
上
に
つ
姦
そ

し
出
す
を
要
す
。
其
の
別
紙
に
認
め
塗
る
註
進
誰
交
の
如

何
な
る
者
な
る
か
は
幸
ひ
に
も
江
刺
郡
黒
田
助
村
（
部
ち

今
の
朋
田
村
の
一
部
）
に
現
存
せ
る
者
あ
る
を
以
て
之
に

よ
り
て
略
々
推
知
し
得
べ
し
9
こ
の
黒
田
助
村
に
助
惣
こ

い
へ
る
切
支
丹
信
者
あ
り
。
後
に
佛
敷
に
縛
乱
し
π
り
し

　
　
　
　
ヨ
ロ

が
、
其
の
蒋
ば
ざ
る
以
前
に
長
次
郎
こ
い
へ
る
一
子
あ
り

た
り
。
さ
れ
ば
、
長
次
郎
は
本
八
同
然
の
も
の
な
る
を
以

て
、
其
の
死
亡
せ
し
際
に
は
、
や
か
ま
し
き
手
績
き
を
要

し
た
り
。
帥
ち
黒
白
す
る
や
否
や
、
之
を
盤
詰
に
し
て
暇

埋
葬
し
、
其
の
旨
を
親
族
、
五
人
組
、
肝
煎
、
大
肝
煎
、

蓮
署
に
て
届
け
出
で
、
更
に
且
那
寺
の
謹
文
を
も
添
へ
て

差
し
出
せ
り
。
次
い
で
本
埋
葬
の
許
可
を
得
て
よ
り
、
叉

々
本
埋
葬
を
了
し
た
る
旨
を
前
同
様
に
二
通
書
き
上
げ
だ

り
Q
こ
れ
等
の
書
類
は
、
其
の
ま
、
現
存
せ
る
を
以
て
か

＼
る
手
績
き
を
な
し
た
る
こ
ご
を
明
か
に
す
る
こ
ご
を
得

べ
し
。

　
か
、
る
煩
襲
な
る
手
工
き
を
了
し
懸
る
上
、
更
に
類
族
、

．
　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
諾
談
　
　
　
薫
○
　
（
三
四
四
）

の
常
々
の
行
は
羅
を
離
さ
す
監
馴
す
る
を
…
以
て
、
些
の
疑

は
し
き
黙
な
き
を
謹
明
し
、
若
し
常
人
に
慰
し
訴
訟
等
の

提
起
せ
ら
る
、
こ
ご
あ
ら
ば
必
ず
責
任
を
以
て
辮
明
す
べ

き
こ
ご
を
折
冨
へ
り
O

聖
王
の
如
一
、
切
支
丹
信
徒
の
子
孫
は
勿
論
、
之
ご
緑
組

せ
る
…
姻
戚
．
に
至
る
ま
で
、
．
永
久
に
注
意
入
物
、
危
瞼
入
物

こ
し
て
取
り
扱
は
れ
た
b
し
な
b
。
彼
等
一
族
の
苦
痛
如

何
ば
か
b
な
り
し
そ
。
親
族
の
外
、
五
人
組
、
肝
煎
、
大

肝
煎
に
ま
で
迷
惑
を
か
け
る
彼
等
類
族
の
心
中
推
し
量
ら

れ
て
哀
れ
な
り
。

　
　
　
　
恕
、

　
こ
の
元
吉
六
年
膿
澤
郡
古
切
支
聖
駕
族
書
上
の
断
簡
に

よ
り
て
、
謄
澤
郡
内
に
於
け
る
信
徒
の
分
布
悪
態
を
推
知

し
得
べ
し
。
右
断
簡
に
残
れ
る
入
名
及
び
共
の
開
所
を
畢

ぐ
れ
ば
左
の
如
し
。

　
　
謄
澤
郡
若
柳
村
　
　
　
小
右
三
門

　
　
同
坐
若
柳
村
　
　
善
兵
書



　
　
同
郡

　
　
同
仁

　
　
同
郡

　
　
同
仁

　
　
同
郡

　
　
同
郡

以
上
の
外
、

都
鳥
村

柳
田
村

盤
竈
村

膝
皿
村

盤
竈
村

相
去
去

惣
右
衛
門

太
左
衡
門

藤
右
衛
門

清
左
衛
門

累次
右
衛
門
・

　
　
　
　
　
水
澤
町
に
多
数
の
基
督
激
信
徒
め
り
し
こ
ご

は
元
線
時
代
の
水
澤
町
宗
門
改
帳
に
よ
り
て
知
る
こ
ご
を

得
べ
し
。
苦
柳
村
は
、
水
澤
町
の
西
方
約
五
里
の
地
に
剋

b
、
西
は
脊
梁
火
山
脈
に
及
び
、
秋
田
縣
に
嘱
し
、
前
項

に
述
べ
し
颪
江
も
こ
の
村
の
西
端
に
位
し
、
謄
澤
川
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
ド
リ

流
地
方
な
り
こ
す
。
都
鳥
村
は
其
の
東
隣
、
柳
田
村
は
都

鳥
村
の
東
隣
、
臨
寵
村
は
更
に
其
の
東
隣
に
し
て
今
は
水

澤
町
の
斯
轄
に
属
せ
り
。
さ
れ
ば
、
膿
仁
川
の
南
岸
に
績

け
る
一
帯
の
村
落
即
ち
水
澤
町
よ
り
西
は
脊
梁
火
山
脈
の

山
腹
、
秋
国
鳥
境
に
至
る
ま
で
、
延
長
約
八
里
に
亙
り
て
切

支
丹
宗
は
弘
ま
り
た
り
し
な
り
。
唯
相
去
村
の
み
は
水
澤

　
　
　
節
五
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
鰭
浬
郡
宵
切
丈
丹
類
族
書
上
に
つ
斗
、
て

町
を
距
る
こ
ビ
北
方
約
三
里
に
あ
り
て
和
賀
郡
に
境
す
る

地
方
な
り
。
こ
の
地
は
水
澤
町
よ
り
盛
岡
に
至
る
國
道
の

洛
道
に
當
れ
る
を
以
て
、
こ
れ
亦
水
澤
町
よ
り
分
派
ぜ
る

も
の
な
る
べ
し
。
要
す
る
に
、
徳
川
時
代
に
は
都
會
文
化

は
次
第
に
地
方
に
散
布
し
て
所
謂
地
方
文
化
の
験
達
を
見

た
る
時
代
な
れ
ば
、
水
澤
町
は
辛
辛
郡
の
文
化
中
心
た
り

し
な
り
。
か
く
て
水
澤
町
の
文
化
は
漸
く
附
近
の
村
落
に

散
布
せ
ら
れ
、
遠
く
膿
田
川
の
上
流
地
方
に
及
べ
り
。
水

澤
町
附
近
の
鵬
塞
ぎ
い
ふ
地
に
基
督
敷
徒
の
墳
、
墓
あ
り
し

こ
ご
、
基
督
敷
に
關
す
る
讃
…
物
の
多
量
に
嫁
星
せ
ら
る
＼

も
之
が
爲
な
り
。

　
先
年
、
大
分
地
方
に
族
行
せ
し
こ
ご
あ
り
、
墓
督
敷
の

墳
墓
其
の
他
の
遺
物
遺
跡
を
尋
ね
た
り
し
に
、
　
一
も
得
る

所
な
か
り
し
は
、
窃
に
不
審
に
堪
へ
ざ
る
所
な
り
き
。
今

に
し
て
思
へ
ば
、
徳
川
時
代
約
三
百
年
に
亙
り
て
之
が
垣
囁

滅
を
計
り
た
急
蕪
の
結
果
な
妻
、
云
ふ
べ
し
。
奥
州
の

一
隅
水
澤
町
附
近
に
於
て
さ
へ
、
か
く
嚴
重
苛
酷
の
取
締

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
五
一
　
（
三
四
五
）



　
　
　
立
田
巻
　
雑
　
纂
　
　
埃
疏
族
背
雑
ハ
上
）

を
な
し
、
其
の
永
久
に
監
親
を
受
け
た
る
は
こ
の
古
切
支

丹
類
族
書
上
の
断
簡
に
よ
り
て
知
り
得
べ
し
。
今
こ
の
断

簡
を
見
，
雄
黄
の
魔
の
手
は
東
北
地
方
に
も
容
赦
な
く
伸

び
た
る
に
驚
き
、
大
逆
罪
を
犯
し
た
る
者
の
如
き
監
覗
を

埃

及

族

行

　
　
　
　
　
　
第
　
…
…
一
號
　
　
　
　
五
二
　
　
（
一
二
四
六
）

受
け
た
る
其
の
子
孫
の
如
何
に
惨
苦
な
り
し
か
を
追
想
し

て
多
大
の
同
情
を
禁
ず
る
能
は
す
、
こ
＼
に
膿
澤
郡
右
切

支
丹
類
型
書
諏
の
断
簡
を
紹
介
し
て
當
時
を
偲
ぶ
資
に
供
、

す
ご
云
爾
、
．

記
　
山

文
學
博
士

松
　
本
　
文
　
三
　
郎

　
　
　
　
岡
、
醜
筏
の
入
國

　
大
正
平
年
七
月
十
五
疑
融
勧
解
縫
の
郵
船
佐
渡
九
は
、

途
中
幸
に
し
て
甚
だ
し
き
タ
イ
フ
ー
ン
や
モ
ン
ス
ー
ン
に

も
遭
遇
せ
す
、
約
四
十
旺
の
航
海
の
後
、
λ
月
廿
三
日
を

以
て
悠
々
こ
し
て
ボ
ー
き
セ
イ
ー
3
に
入
っ
た
Q
い
よ
ノ
、

船
の
明
朝
ボ
！
レ
セ
イ
ド
に
藩
す
る
こ
い
ふ
前
晩
余
輩
は

他
の
乗
客
ざ
共
に
喫
脳
室
に
於
て
談
話
を
交
へ
て
居
た
所

へ
、
船
の
ボ
ー
イ
が
來
て
例
に
な
く
一
々
乗
客
の
國
籍
、
生

國
、
年
齢
乃
至
父
骨
の
姓
名
か
ら
結
婚
の
有
無
に
至
る
ま

で
懲
懲
…
に
之
を
一
片
紙
に
記
入
し
去
っ
た
。
余
輩
は
日
本

出
馬
の
以
前
か
ら
埃
及
入
國
の
甚
だ
困
難
な
る
こ
ご
を
聞

い
て
居
た
が
，
今
此
異
例
の
取
調
に
遭
ふ
て
愈
明
日
の
入

國
手
績
の
頗
る
繁
裟
あ
る
べ
き
を
推
寒
し
、
心
申
多
少
不

安
の
念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
翌
日
午

前
十
蒔
璽
船
は
愈
ボ
！
｝
セ
イ
ド
に
着
し
た
◎
漸
く
に
し

て
警
部
船
中
に
摩
う
、
此
に
下
船
す
べ
き
余
輩
を
呼
び
、


